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武蔵野大学免許法認定通信教育

武蔵野大学免許法認定通信教育は、幼稚園教諭一種免許状への上進に必要な科目
を通信教育（オンライン）で修得できる教育プログラムです。

免許法認定通信教育の特長
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働きながら学べる 学びやすい学費設定

自分のペースで学修を進める
ことができるので、自由なスケ
ジュール設計が可能です。

開講科目（6科目10単位）は、
すべてオンラインで単位修得す
ることができます。

通信教育ならではのリーズナ
ブルな学費で、上進に必要な
科目を1科目から受講できます。

通信で叶える

幼稚園教諭一種免許

いつでもどこでも学べる

令和8年５月２０日 Web申込開始

今の働き方を変えずに、

自宅で「一種免許」へのステップアップを。
通学ゼロ。テストもすべてオンライン。 将来を見据えて、1科目から自分のペースで。

フルタイム勤務でも、自分のペースで無理なく！

普段は正規としてフルタイムで仕事をしているので、ネットでいつでもテストを受けられる
のはとても有り難かったです。仕事の様子を見ながら自分のペースで勉強することができ、
負担も少なかったです。

久しぶりの勉強。日々の保育への「自信」に！

仕事をしながら本当に上進免許が取れるのかなと不安でしたが、学修を始めると毎日行っ
ている保育を見直すきっかけになり、自分自身の保育を振り返ることができました。
自分の保育、考え方に自信がつきました。

お財布にも優しく、スキマ時間であっという間！

武蔵野大学は費用がリーズナブルに設定されていて、やってみようという気持ちを後押し
してくれました。小テストも何度も挑戦でき、夏休みの隙間時間を使って、あっという間に
取得できてしまいました。

今すぐスマホで実施要項をチェック！
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令和8年度 武蔵野大学免許法認定通信教育 （認定申請中）

取得できる免許状

受講対象者

幼稚園教諭一種免許状

幼稚園教諭二種免許状保有者で１２年以上の在職年数を有する

開設科目 ６科目１０単位 （1科目から受講可能）

学費（受講料） １単位あたり5,000円 （別途、テキスト代及び証明書発行手数料）

受講期間 令和8年６月29日（月） 10時 ～ 令和8年１２月１8日（金） 17時

インターネット申込期間 令和8年 ５月 ２0日 （水） 10時 ～ 令和8年 ６月 2１日 （日）

免許法施行規則に定める科目区分等 開設科目名 単位数 科目受講料 定員

領域に関する専門的事項に
関する科目

健康
保育内容（健康）
(R8認定通信)

1単位 5,000円 150名

保育内容の指導法に関する
科目又は教諭の教育の基礎
的理解に関する科目等

特別の支援を必要とする幼児、
児童及び生徒に対する理解

特別支援教育
(R8認定通信)

２単位 10,000円 150名

保育内容の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）

保育内容総論
(R8認定通信)

1単位 5,000円 150名

教育の方法及び技術（情報機器
及び教材の活用を含む。）

教育の方法と技術
(R8認定通信)

２単位 10,000円 150名

幼児理解の理論及び方法

幼児理解と教育相談
(R8認定通信)

２単位 10,000円 150名教育相談（カウンセリングに関す
る基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法

大学が独自に設定する科目
生活
(R8認定通信）

２単位 10,000円 150名

合計 10単位 50,000円

※1

在職年数が12年未満であっても、免許状を授与する教育委員会への申請日に12年を超えていれば免許状の取得が可能です。
そのため、受講時点で在職年数が足りていなくても、将来を見据えて学修することが可能です。
免許状取得に必要な単位のうち、未修得の単位のみを修得することができます。
テキストは受講生各自でご用意していただきます。テキストの詳細については、本学ホームページをご確認ください。
各都道府県教育委員会への上進は受講生各自で行います。別途、証明書の発行が必要となります。
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学修方法 オンラインのテスト形式 （すべての科目）

※３ ※４

開設科目一覧

内容は変更となる場合があります。最新の情報については、本学ホームページをご確認ください。※１

上進に必要な科目と単位数、及び在職年数の算定方法は都道府県教育委員会により異なります。
受講を申し込む前に、必ず以下の教育委員会で指導を受けてください。

 現職の方
 現職でない方

勤務する幼稚園所在地の都道府県教育委員会
居住地の都道府県教育委員会

※1
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